




沖縄県国際交流団体連絡会議を開催しました！！

　令和８年１月23日（金）、那覇市松尾の沖縄県教職員
共済会館八汐荘において、「令和７年度九州地区地域国
際化協会連絡協議会実務者研究会」を開催しました。
　本研究会には、九州各県および政令指定都市の地域国
際化協会の実務担当者が参加し、日頃の課題や取組事
例などについて活発な意見交換が行われました。
　また、沖縄弁護士会所属法律事務所春の白充弁護士
を講師に迎え、「在住外国人と人権」をテーマにご講演
いただきました。白氏ご自身の経験を踏まえた外国人の
人権をめぐる現状についてのお話のほか、多文化共生を
推進する地域づくりにおいて重要となる視点や、自治体・
関係機関に求められる役割についても提言があり、参加
者はあらためて人権尊重の観点から多文化共生を進める
意義を確認しました。

　沖縄県国際交流団体連絡会議は、沖縄県国際交流団体
連絡会に加盟する県内国際交流団体が、相互の情報交換
や連携強化を図ることを目的に、年1回開催しています。
　今年度は、令和7年10月24日（金）、那覇市の八汐荘に
おいて開催しました。当日は、NPO法人国際活動市民中
心（CINGA）より新居みどり氏を講師にお迎えし、多文
化共生を取り巻く現状や課題についてご講話いただき
ました。外国人住民を取り巻く環境が刻々と変化する
中で、新たな視点や気づきを得る貴重な機会となりま
した。
　また、各団体からの活動内容紹介や意見交換も行わ
れ、日頃それぞれの地域や分野で活動する団体同士がつ
ながりを深める場となりました。本会議が、団体間の横
の連携をより一層促進する契機となることを期待して
います。
　沖縄県国際交流団体連絡会では、随時入会を受け付け
ております。詳細は、当課のホームページをご覧くださ
い。お待ちしています。

　白氏は、令和４年１月に「沖縄県不当な差別的言動に関
する条例」制定に向けた検討委員会の委員に就任。令和６
年７月には沖縄県「多文化共生社会の構築に関する万国津
梁会議」委員に就任されるなど、人権擁護および多文化共
生の推進に幅広くご尽力されています。

沖縄県の多文化共生
～これから～

　令和7年10月に出入国在留管理庁が公表した沖縄県
の在留外国人数は約3万1千人に上ります。若年人口に
占める外国人の割合も高まり、外国人住民は地域社会を
支える重要な存在となっています。今後、新たに「育成
就労」制度の開始も予定される中、日本語学習支援や生
活支援の充実が、ますます重要な課題となっています。
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　外国で生活をするというのは大変なことです。言語
の問題、文化の違い、法制度の違いなど、私自身も米
国で２年半生活した経験からその大変さは身に沁みて
分かります。
　沖縄弁護士会は、沖縄県国際交流・人材育成財団と
協定を締結し、沖縄県内の外国人の方が同財団に申し
込まれた際に、法律相談を担当する弁護士を紹介して
おります。法律相談は、弁護士の法律事務所で行われ
ます。初回の相談料及び通訳費用は無料です。また、
同財団が市町村役場で実施する「外国人のための法律
相談会」に、担当弁護士を派遣するなどの活動を行っ
ております。こちらも、相談料や通訳費用は無料です。
　私たちは、外国人からの法律相談を担当するたびに、
日本で生活する外国人の大変さを理解しながら出来る
限り寄り添い、法律のアドバイスをするように心がけ
ています。例えば、住んでいるアパートの大家さんに
賃貸借契約の更新を拒否された、働いている職場で突
然解雇を言い渡されたなどといったご相談は、外国人
にとっては日本人以上に深刻な問題ですが、日本の法

律を知っていれば、泣き寝入りすることなく済むケー
スも少なくありません。ただ、そもそも、そうした問
題を抱えても、どこに相談すればならないか分からな
い、相談料がいくらかかるか不安であるといった方々
が多いのではないかと思います。
　同財団のこうした取組みは沖縄県内の外国人の方
のお困りごとを解決する上で役立っているものと思
います。
　なお、上記でご紹介した外国人の法律相談を担当す
る弁護士は、沖縄弁護士会国際委員会に所属する弁護
士です。同委員会では、外国生活の経験がある弁護士、
外国人と結婚している弁護士、外国に関心のある弁護
士などが委員を務めていますが、各弁護士に共通する
のは、沖縄県内で生活する外国人の方々に寄り添う気
持ちを持っていることです。
　私たちは、沖縄県内に在住する外国人の方々が日常
の法律問題で困った際に、相談できる弁護士がいてよ
かったと思っていただけるように、日々の研鑽を積み、
これからも活動を続けて参ります。

外国人のための法律相談
沖縄弁護士会国際委員会委員長　安井 琢磨

　外国人の方々やそのご家族が気軽にアクセスできる場
所で弁護士に無料で相談できるよう、10月には沖縄市役
所、12月には宜野湾市役所において、庁舎の一角をお借
りし、外国人のための無料法律相談会を実施しました。
　沖縄市での相談会は、事前に相談枠4枠すべてが埋ま
り、当日は3件の法律相談を実施しました。残り1件に
ついては、相談者の都合により実施には至りませんでし
た。宜野湾市での相談会は、事前に３件の予約があり、
当日は計４件の法律相談を実施しました。そのうち１件
は当日受付による相談でした。相談を通じて、相談者の
課題整理が進んだ様子がうかがわれました。
　無料法律相談会は、引き続き実施していく予定です。
日本語が話せなくても、なるべく通訳を手配できるよう
努めています。お近くに生活・法律問題等に困っている
外国人やその家族等がいらっしゃいましたら、ぜひ
OIHFをご案内ください。

　OIHFでは、沖縄県内に在住する外国人およびそのご
家族が安心して生活できるよう、各種相談を受け付け
ています。また、法律など専門的な助言が必要と判断
される場合には、沖縄弁護士会と連携し、1回限りの無
料法律相談を提供しています。

生活相談
相 談 料：何回でも無料
相談方法：電話やメール、対面、フェイスブックの

メッセンジャーなど

対応時間：平日9:00～ 17:00（祝日を除く）

法律相談
相 談 料： 弁護士への相談料、通訳者への謝礼金および

交通費は、初回に限り無料（OIHFが負担し
ます）。※原則として、同一の相談内容につ
き1回限りの対応となります。

相談方法：原則弁護士事務所での相談
対応時間：平日での対応となり、日時の指定はできま

せん。（手配には通常1～2週間かかります。）

外国人のための
無料法律相談会

OIHFでは、普段から
生活相談を受け付けています
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リーガル・ライフサポータースキルアップセミナー
を実施しました
リーガル・ライフサポータースキルアップセミナー
を実施しました
　10月18日（土）、浦添市のP’s SQUAREにて、第2回リーガル・ライフサポー
タースキルアップセミナーを開催しました。
　当日は、沖縄弁護士会所属の石井恵介弁護士を講師にお迎えし、「賃貸トラ
ブルに関する法律知識」をテーマにご講演いただきました。賃貸に関する基本
的な法律知識から、日本人・外国人を問わず陥りやすい賃貸トラブルについて
分かりやすく解説していただきました。参加者自身にとって有益であるととも
に、外国人支援の場面においても活用できる内容でした。

　本セミナーでは、まず賃貸借契約に関する一般
論として、民法および借地借家法の基本から、賃
貸借の成立要件、契約当事者の義務、そして借家
人が契約締結時・入居中・明渡し時に留意すべき
実務上のポイントを体系的に解説いたしました。
後半では、私が実務を通じて得た経験に基づき、
「賃貸借と外国人」という今日的なテーマに焦点を
当てました。具体的には、「言語の壁と情報提供の
不足」、「入居差別・入居拒否の問題」、「退去時の
手続や原状回復に関するトラブル」、「保証人・身
元確認に関するトラブル」といった、外国人居住
者が直面しやすい具体的な課題を深く掘り下げま
した。聴講者の皆様には熱心にお聴きいただきま
した。皆様が真剣に耳を傾けてくださったことに
感謝申し上げます。質疑応答の時間では、現場の
声を踏まえた、実務的かつ鋭い質問を大変多くお
寄せいただき、参加者の皆様の業務に対する真摯
な姿勢を実感しました。
　また、財団からは「事例検討」セッションの題

材を事前にご提供いただき、心より感謝申し上げ
ます。これにより、法律の理論的な知識と、複雑
な現実の事案を解決するための具体的なアプロー
チとを結びつけることができ、参加者の方々が実
務能力を高める上で大変有益な時間になったと考
えています。

専門家の見地の講習が聞けてとても良かったです。

非常に有益な講座でした。

特定技能外国人を雇用しており起こりそうなトラブル等を事前に知ることができ大変勉強になりました。

参加者の声

石井恵介先生からのコメント
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　OIHFでは、平成28年度より「災害時外国人支援サポーター」の養成
を行っています。近年、全国的に自然災害が多発している状況を踏まえ、
災害時外国人支援のさらなる促進が求められています。
　「災害時外国人支援サポーター養成講座」は、新規サポーターの養成
および既存サポーターのブラッシュアップを図るとともに、在住外国
人を含む地域住民の防災・減災意識の向上を促進し、地域防災力の強
化につなげることを目的として実施しています。
　令和7年度下半期は沖縄県からの委託を受け、下記の通り実施しまし
た。

〈講　　師〉株式会社サンダーバード　代表取締役　翁長　由佳　氏
〈内　　容〉 ①災害時外国人支援に関する知識 
　　　　 　②災害時における外国人対応　など

〈実施日時〉 令和７年11月13日(木)
〈会　　場〉 名護中央公民館

〈実施日時〉 令和７年11月27日(木)
〈会　　場〉 石垣市役所

「災害時外国人支援サポーター養成講座」開催報告

　災害時に、多言語支援センターの活動にご協力していただくサ
ポーターです。
　災害発生時には、多言語支援センターから、サポーターの皆さ
まへご協力をお願いします。
〈外国語能力〉
外国語が話せなくても、ご登録いただけます。

〈災害時外国人支援サポーターへの登録〉
　ご登録は任意です。講座受講後、サポーターとしての活動を希
望される方に、ご登録をお願いしています。

災害時外国人支援の豆知識

多言語支援センター とは？Q.

Q.

具体的な支援内容 は？Q.

　沖縄県災害対策本部が設置される大規模災害発生時に、沖縄県か
らの要請を受けて、OIHFは「多言語支援センター」を立ち上げます。
　多言語支援センターは、災害時外国人支援の活動拠点となります。
　同センターは、当財団、宜野湾市役所、またはJICA沖縄のいず
れかの場所に設置されます。

１ 多言語による災害情報などの翻訳・発信
２ 外国人からの相談・問合せへの多言語対応
３ 外国人の被災・避難状況などの情報収集
４ 外国人支援に必要な職員の派遣・サポーターへの協力依頼 などです。

災害時外国人支援サポーターとは？

那 覇 市
浦 添 市
宮古島市
石 垣 市
豊見城市
宜野湾市
沖 縄 市
糸 満 市
うるま市
嘉手納町
北中城村
北 谷 町
名 護 市
南 城 市
西 原 町
八重瀬町
与那原町
恩 納 村
宜野座村
金 武 町
読 谷 村
県 外

やさしい日本語
英 語
中 国 語
韓 国 語
ス ペ イ ン 語
インドネシア語
フ ラ ン ス 語
ベ ト ナ ム 語
ネ パ ー ル 語
ド イ ツ 語

41
23
22
17
11
9
7
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
6

127
78
15
4
4
3
2
2
1
1

市町村 　　人数

総計　　　  163

対応可能言語     人数

災害時外国人支援サポーター養成講座 in 名護

災害時外国人支援サポーター養成講座 in 石垣

※対応可能な言語がいくつかあ
る場合は、複数言語ご登録いた
だいています。

市町村別・言語別サポーター登録数（令和8年2月28日現在）
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助成金交付対象事業

交付限度額

令和８年度の募集時期

　OIHF日本語教室には、さまざまな国や地域から来た方々
が参加し、日本語を学びながら地域での生活に親しんでいま
す。令和7年4月から令和8年3月までの学習者を見ると、
出身国・地域は多岐にわたります。教室では、「日常生活に
必要な日本語基礎対面クラス」（年3期制）に加え、令和7
年9月から「日常生活に必要な日本語基礎対面―会話クラス
【超初心者】」を開設しました。日本語学習とともに、学習者
同士や地域の方々との交流を大切にし、安心して暮らせるつ
ながりづくりを進めています。

mogomoGO様：「日韓未来人材育成のための留学・学校説明会」
沖縄ボリビア協会様：「在ボリビア県系高校生と沖縄県の高校生との研修・交流プロジェクト」
沖縄ハワイ協会様：「第3回ハワイフェスティバル in Okinawa」
沖縄県ユネスコ協会様：「令和 7年度ユネスコ子どもの集い」
在沖縄ベトナム人協会様（共催：沖縄ベトナム友好協会様）：「第1回国際交流サッカー大会オープンカップ」
宜野湾市国際交流協会様：「餅つき体験会」
浦添市国際交流協会様：「令和 7年度多文化共生事業　夏休み親子居場所作り支援「お好み焼きを作ろう！」」

● 海外事情の知識普及のための文化講演会、展示会、弁論大会など
● 海外からの留学生、研修員、訪問団員等との交流会やホームステイの受け入れなど
● 県民と在住外国人との相互理解・親睦を深めるための交流会や語学講座など

令和８年 5月1日から同年 6月30日まで（予定）
※令和８年４月から令和９年1月末日までに実施する事業が対象です。
「国際交流事業助成金交付要綱」は、右記のQRコードよりご覧ください。

● 単独で実施する事業：10万円　　● 複数で実施する事業：20万円

令和7年度日本語教室　出身国・地域別の学習者数

国際交流団体助成事業
　OIHFでは、市町村または民間団体が行う国際交流事業に対して助成金を交付し、国際交流の振興を推進しています。

皆さまのご応募を
お待ちしています。

令和７年度交付団体のご紹介（７団体／助成金交付額　合計459,654 円）

国・地域 人数
アメリカ
フィリピン
日本
香港
中国
台湾
イギリス
カンボジア
ペルー
オーストラリア
カナダ
南アフリカ
モロッコ
ラオス
ロシア
総計

19
16
5
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
64

日本語教室
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Okinawa Medical Information
沖縄県外国語対応医療機関 

沖縄県商工会連合会 パシフィックホテル沖縄

作品の全文は
QRコードから

作品の全文は
QRコードから

OIHF法人賛助会員様

　OIHFでは、県内在住外国人の方々に対し、安心して医療機関を受診で
きるよう、医療通訳者を紹介しています。

● 依頼方法　 通訳希望日の5日前（土日祝日除く）までに、HPオンライ
ンフォームより申し込む

● 対象言語　 英語、中国語

● 紹介範囲　 沖縄県内。離島地域については、必要に応じて Zoom等
でも対応する。

　（公財）日本国際連合協会主催による
「第65回国際理解・国際協力のための全
国中学生作文コンテスト」において、沖
縄県代表のお二人は見事、中央審査会で
最高賞にあたる「特賞」を受賞しまし
た！ 特賞は全国2,393の応募作品の中
から選ばれた4作品におくられます。お
めでとうございます！
　さらに、今年の春休みには「奥・井ノ上
記念 日本青少年国連訪問団」の一員と
して、アメリカ・ニューヨークへ派遣さ
れます。

石垣市立石垣中学校　２年　白保 花稀 さん
あなたが考える平和とは何か。
　　　　　　　　　そのために何をすべきか。

沖縄県立開邦中学校　３年　北野 駿虎 さん
あなたが考える平和とは何か。
　　　　　　　　　そのために何をすべきか。
- 平和への対話、その一歩を踏み出すために -

文部科学大臣賞

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟会長賞

医療通訳支援

また、医療通訳者の紹介の
ほか、沖縄県内の外国語対
応医療機関をリストアップ
し、ホームページで公開し
ています。

医療通訳者への謝礼金1時間あたり2,000円及び
医療通訳者の交通費利用者負担

白保花稀さん（石垣中）・北野駿虎さん（開邦中）が

国際理解・国際協力のための中学生作文コンテスト

特賞を受賞


